
宮城県地域公共交通計画（令和８（2026)～１４(2032)年度） 骨子（案・たたき台）

次期地域公共交通計画について

法定記載事項 記載内容

①基本的な方針 下記参照

②計画区域 宮城県全域

③計画目標 別紙参照

④目標達成のための事業及びその実施主体に関する事項 【次回議論（計画（中間案）で提示）】

⑤目標の達成状況の評価に関する事項 【次回議論（計画（中間案）で提示）】

⑥計画期間 令和８年度～令和１４年度（７カ年）

⑦その他特に必要と認める事項 ―（記載なし）

資金確保に関する事項（推奨） 【次回議論（計画（中間案）で提示）】※KPI設定を想定

都市計画との連携事項（推奨） 【次回議論（計画（中間案）で提示）】

観光振興との連携事項（推奨） 【次回議論（計画（中間案）で提示）】

関係者相互間（県、交通事業者等）の連携事項（推奨） 【次回議論（計画（中間案）で提示）】

地域旅客サービスの持続可能な提供確保で配慮すべき事項（推奨） 【次回議論（計画（中間案）で提示）】

基本的な方針について

方針１ 広域交通の維持・活性化
➢ 広域幹線バスについては、県民人口の減少を背景に通学・通勤利
用者の減少が予見されるところであり、担い手不足等によるサービ
ス供給制約も顕在化する中、持続可能な公共交通ネットワークを構
築するためには、限られた経営資源を最適化する必要があります。
➢ 地域鉄道、ローカル線についても、人口減少により厳しい局面が
続いていますが、地域にとってはなくてはならない交通手段として
定着していることから、一層の利用促進を図る必要があります。

方針２ 地域交通の利便性確保に向けた支援
➢ 市町村が担っている地域交通（市町村内で完結している交通）につ
いても、県民人口の減少によって需要密度が希薄化していく中で、運
行効率が悪化している状況であり、財政的な制約などから一人ひとり
が享受できるサービスレベルの維持が課題となっています。
➢ まちの姿にあわせて最適な交通形態をとることができるよう交通政
策の立案に必要なモビリティデータの集約や研修機会の提供など、広
域自治体ならではの支援を行う必要があります。

・・

国が示したアップデートガイダンスに従って次期計画は30ページ程度のコンパクトな構成とする予定です。

Point!

方針３ 多様な関係者との連携推進
➢ 観光、福祉、商工、教育といった交通の利用者となる関係者との情報交換を進め、的確なニーズの把握に努めるだけでなく、連携可能な交通資源
について掘り起こしを行う必要があります。

・・

参考資料１
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地域公共交通の現状

全人口
224万人
217万人

後期高齢者人口

37万人
41万人

●生産年齢人口が大幅に減少し
供給面での課題が顕在化
●通学・通勤利用層の減は需要
面でも影響大

<仙台圏域>
●約７割の県民が居住しており、仙台市
を中心に一次交通網（新幹線・鉄道・
高速バス）が構築されており、仙南圏
域や大崎市・石巻市といった中心市か
らの通学・通勤流動も多く見受けられ
る。

●仙台圏域でも運転士不足を背景とした
減便が続いており、都市サービスの維
持が課題になっている。

<仙南、栗原・大崎、登米・石巻・気仙沼圏域>

●栗原・大崎圏域、登米・石巻・気仙沼
圏域では中心市を除いて仙台方面への
移動需要は比較的少なく、中心市への
移動が多い。仙南圏域では地理的に近
傍であることもあり仙台圏域への移動
が多い。

●仙台圏域に比べ自家用車移動が多く、
地域鉄道の活性化や幹線バスの維持が
課題になっている。

2030年までの情勢変化

●老年人口は仙台圏域以外では
減少する一方で、後期高齢者
人口はほぼ全ての地域で増加
●免許返納の促進などの社会的
要請に応える必要性

目指すべき将来像

誰もが安心していきいきと暮らせる地域社会づくり
（新・宮城の将来ビジョン）

取組14 暮らし続けられる安全安心な地域の形成
地域に適した持続可能な交通体系の構築に向けて、
柔軟な移動手段の普及と地域公共交通ネットワーク
の形成を支援するとともに、鉄道やバスなど地域公
共交通の利用促進を図るほか、地域経済の循環や商
店街の活性化等によるまちづくりを支援します。

現状

観光客数
6,824万人

(R5)

●コロナ拡大前の令和元年の
6,796万人を上回り過去最高
の入込数
●経路検索サービス未掲載路
線が多数あるなど情報発信
に課題

課題

自家用車依存の進行

・免許保有率の増加とともに、高
齢者もマイカー移動が一般的化
・特に需要密度が希薄で公共交通
が相対的に少ない地方部では自家
用車依存が顕著

少子高齢化・人口減少の進行

・生産年齢人口（15～64歳）の
減少により通学・通勤利用者が
減少
・仙台圏域では高齢者（65歳以
上）が増加、仙台圏域以外でも
後期高齢者（75歳以上）は増加

交通人材の不足

・生産年齢人口の減少により、
採用競争が激化
・他産業に比べ待遇が不利なこ
ともあり人材不足が深刻化

通学・通勤路線の維持困難化

・通学・通勤利用者の減少によ
り定時定路型の交通サービスの
維持が困難になる。

高齢者の
通院・買い物手段の確保

・運転に不安を抱える高齢者
が”無理をして運転する”ことを
防ぐためドアトゥドア型サービ
スのニーズが増大する可能性

モビリティデータの整備遅れ

・他県に比べ路線運行情報など
をデジタル化（GTFSの整備）し
ている自治体が少ない

交通政策の企画立案の難化

・課題可視化が困難に。結果と
して、取組主体間での連携や他
分野連携等の施策立案に遅れ

取組

長期的取組

観光・福祉・教育政策との連携

交通人材の確保に向けた支援

モビリティデータの整備推進

地域交通の再編（最適化）支援

データを活用した広域交通
のマネジメント

都市計画との連携
（立地適正化）

自動運転技術の社会実装
（本計画期間では情報収集を想定）

目標指標

地域間幹線系統の収支改善

公共交通で接続されている
市町村組数の維持

地域公共交通計画策定
市町村数の増

乗合バス運転士の確保

GTFS整備・維持市町村数の増

Googleマップ掲載市町村数の増

公共交通利用者減少幅の抑制

基本的方針

方針１
広域交通の
維持・活性化

方針３
多様な関係者
との連携推進

方針２
地域交通の利便性
確保に向けた支援

先進技術の情報収集
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